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福岡県国民健康保険財政安定化

基金条例施行規則

福岡県国民健康保険法施行条例

国 民 健 康保 険 法 （昭和33年法律第192号）

（平成28年福岡県条例第41号）

福岡県国民健康保険財政安定化

基金条例
（平成28年福岡県条例第1号）

福岡県国民健康保険事業費納付

金徴収規則

（平成30年福岡県規則第13号） （平成30年福岡県規則第21号）

① 福岡県国民健康保険運営協議会の組織、

定数に関すること

② 国民健康保険保険給付費等の交付に関すること

③ 国民健康保険事業費納付金の算定に関すること

① 基金の積立等に関すること

② 基金の処分方法に関すること

③ 貸付金等の償還方法及び拠出金等に関すること

① 納付金額等の通知に関すること

② 納付金の納期等に関すること

③ 納付金の算定に用いる係数等に関すること

① 基金による貸付金及び交付金の申請等

② 拠出金の算定及び拠出時期

③ 基金を取り崩した場合の市町村への通知等

福岡県における国保の運営について                   

（１）関係例規の概要 
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（２）運営協議会の概要 

国民健康保険法第 11 条第１項及び第３項に規定する国民健康保険事業の運営

に関する事項を審議するため、県に設置される協議会。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（国民健康保険事業の運営に関する協議会） 

第 11 条 国民健康保険事業の運営に関する事項（この法律の定めるところにより都道府県が処理す

ることとされている事務に係るものであつて、第 75 条の７第１項の規定による国民健康保険事業

費納付金の徴収、第 82 条の２第１項の規定による都道府県国民健康保険運営方針の作成その他重

要事項に限る。）を審議させるため、都道府県に都道府県の国民健康保険事業の運営に関する協議

会を置く。 

２ (略) 

３ 前二項に定める協議会は、前二項に定めるもののほか、国民健康保険事業の運営に関する事項（…

略…）を審議することができる。 

〔国民健康保険法(抜粋)〕 
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（３）国保財政の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出

平成３０年度以降の国保財政の仕組み（イメージ）

支出

保険料 保険給付費

支出

保険料 保険給付費

納付金 交付金

都道府県の国保特別会計

市町村の

国保特別会計

Ａ

市

改革前（～Ｈ２９） 改革後（H３０～）

公費

・定率国庫負担

・保険料軽減 等

収入
保険料軽減 等

公費

収入
定率国庫

負担 等

収入

Ａ市の

国保特別会計

公費
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（単位：億円）

一般会計繰入金

前期高齢者交付金

320
その他

歳入

その他

歳出

国庫支出金

国民健康保険
事業費納付金

介護納付金

後期高齢者支援金等

35

630

217
30

4,593 4,593

3,716

1,505

1,313

1,420

保険給付費等交付金

・お薬手帳の活用促進 2,758千円

保険証、診察券などと併せてお薬手帳を携行できる「ポケット付きお薬手帳ホルダー」等を作成し、重複服薬者に送付することで、お薬手帳の

一元管理を促進し、重複服用の適正化を図る。

・療養費に係る点検事務及び患者への施術確認調査 11,458千円

市町村が共同して国民健康保険連合会に委託する「療養費点検事務等」に参加する市町村にその経費の一部を助成する。 【補助率1/2】

（※対象療養費：あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復）

・国保県単位化による事務標準化の支援 5,000千円

被保険者証の様式統一など事務の標準化に伴う、市町村の事務処理システム改修費に助成する。【補助率1/2】

平成30年度福岡県国民健康保険特別会計予算

他の保険制度（後期・介護）

への支出

市町村が保険給付費等に

要した費用を交付する

もの

市町村からの納付金

国からの

交付金及び負担金

前期高齢者の加入

率の格差による保険

者間の財政上の不

均衡を調整するため

の交付金

＜主な新規事業＞
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（４）今後のスケジュール（予定） 

 

・会長・副会長選出 ・各種議事

・議事運営決議 （１１月上旬予定）

・各種議事 ・諮問 ・答申

平成30年度 平成31年度

全体
スケジュール

市町村

４～７月 ８～１１月 １２～３月 ４～７月 ８～１１月 １２～３月

平成32年度（※国保運営方針３年目）

１２～３月

運営方針
見直し

平成32年度
納付金算定

４～７月 ８～１１月

福岡県
（知事）

平成33年度
納付金算定

福岡県
国民健康保険
運営協議会

納付金算定
方法見直し

市町村との協議状況等を踏まえ、適宜開催第２回第１回

平成31年度
納付金算定

福岡県国民健康保険運営協議会審議スケジュール（予定）

パブコメ

手続

市町村

意見聴取

【国保共同運営会議】

○県と市町村の協議の場

情報共有

福岡県国民健康保険運営方針に基づく国保運営の実施

平成３３年度より

実施

反映


